
「企業年金連合会に投資教育を委託すれば、事業主として努力義務を果たしたことになるのです
か？」といったお問い合わせをいただくことがあります。

企業年金連合会の投資教育サービスは、複数の事業主から委託を受けて、制度（会社）の異なる加
入者に対して共通の投資教育を行う共同実施の形態を取っています。

こうしたことから、制度（会社）ごとに異なる運用商品ラインナップや給付方法に応じた説明、手
続きに関する具体的な説明などは難しく、基本的かつ汎用的な内容となっています。

よって、冒頭のご質問には、「基本的な内容でかつ、制度共通な部分は企業年金連合会への委託で
カバーできますが、制度（会社）ごとに異なる内容や応用的な内容については、事業主ご自身でご
対応いただく必要があります。」と回答しています。ご理解の程よろしくお願いいたします。

企業年金連合会の投資教育サービスの位置づけについて

制度共通 制度（会社）ごと

・自社の退職給付制度におけ
るDCの位置づけ

・掛金、給付方法、手数料
・提示商品の内容と特徴
・加入者用ウェブやコールセ
ンター等のサポートツール

・指定運用方法の有無 等

応
用

基
本

連合会の投資教育サービスで
カバー可能な部分

・公的年金の受給額及びDCの資産額の確認方法
・DCを含めた老後の生活設計
・DCの受給要件、給付の開始時期、税制
・金融商品のしくみと特徴
・資産運用の基礎知識 等

・商品ラインナップをふまえた資産配分の考え方
・給付方法や手数料などをふまえた受け取りの選択肢 等

投資教育サービスの位置づけイメージ図
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